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3.2.3  実証事業３ 

(1) 企画概要 
1) 概要 
企画概要は「図表 3-72」に示すとおりである。本実証事業３の特徴は混載貨物であ

ること、及び、シベリア鉄道を利用した欧州発日本着の輸送（欧州から日本への輸

入貨物の輸送）であった。 
日 EU 経済連携協定（EPA）が 2019 年 2 月 1 日に発行された。EU は日本にと

って、輸出の約 11％、輸入の約 12％を占める重要な貿易相手であり、今後、EU 諸

国から日本への輸入も増えることが予想される。そうした中で、海上輸送、航空輸

送に加え、シベリア鉄道利用による鉄道輸送ルートが確立することの意義は大きい。 
また従来、日本発貨物に関する調査、情報は多いものの、欧州発（モスクワ含む）

貨物に関する情報は少なかった。本実証事業は輸送ルートの面からも重要と考える。 
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図表 3-72 実証事業３の企画概要 

荷主事業者 
信越電装株式会社 

株式会社キトー 

日系フォワーダー 

（一次窓口） 
日本通運株式会社海運事業支店 

日本－ロシア極東（鉄道発

着地）間の船社 

Far-Eastern Shipping Company 

（FESCO Transportation Group） 

ロシア側パートナー企業 JSC RZD Logistics 

実 証 輸 送

の概要 
貨種 

商業貨物 輸入混載貨物 

（機械部品、自動車部品等） 

計測機器 輸送環境計測用データロガー 

区間 
欧州ハブ CFS22→モスクワ～ウラジオストク→日

本 CFS 

時期 
秋季 

（詳細は図表 3-74 輸送計画を参照） 

貨物量 
40ftx 1 本 

1,433 ㎏ 

課 題 と 検

証事項 

課題 欧州発商業貨物の混載輸送検証 

1. リードタイム 

検証基準：海上輸送の約 1/2 の所要日数 

2. コスト 

検証基準：40F１本あたりの数量として航空輸送費用の約 1/2 

3. 定時性 

検証基準：輸送遅延や保税転送手続き遅延が頻発しないか 

4. トレーサビリティ 

検証基準：貨物位置情報のトレース可能ポイント 

5. 輸送環境 

検証基準：貨物に影響を及ぼすであろう輸送中の振動/温度/湿

度 

6. 輸送事故に対する賠責補償問題 

検証基準：手続き等の明確化 

備考 混載貨物サービスとして、検証データを元に日本/欧州間における新

規輸送を商品化 

また、現行輸送ルートの BCP 対策として、利用可能な輸送手段とし

たい 

                                                   
22 CFS は Container Freight Station の略で、混載貨物用倉庫を示す。混載貨物の場合、CFS

に貨物を集約した後、コンテナに積込み（取卸し）される  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

147 
 

2) 輸送計画 
本実証事業３の貨物輸送ルートについて、当該物流事業者は、ドイツのハンブル

ク鉄道ターミナルからドイツ鉄道、ポーランド国鉄、ベラルーシ国鉄、ロシア鉄道

を経て、モスクワから TSR の輸送ルート、つまりシベリア鉄道を利用してロシア極

東の港湾都市であるウラジオストクまで鉄道で輸送、その後ウラジオストクから横

浜港までは海上輸送とする複合一貫輸送ルートを企画した。 
 

図表 3-73 実証事業３の貨物輸送ルート 

 
 
尚、本ルートでは輸送途上に 2 回以上のコンテナの積替え荷役が発生することが

想定された。第一にポーランドとベラルーシの国境、第二にウラジオストクである。

ドイツ、ポーランドは鉄道のレール幅、つまり、軌間が 1,435 ㎜の標準軌であるの

に対し、ベラルーシ、ロシアの軌間は 1,520 ㎜の広軌である。そのため、それぞれ

の軌間にあった動力機関車、貨車を使用することになる。コンテナはベラルーシの

ブレストで標準軌の貨車から広軌の貨車に積替えられることが事前に想定された。 
また、ウラジオストクでは鉄道から船に積替える必要が生じる。ウラジオストク

の港湾には鉄道軌道が引き込まれており、コンテナヤード内での荷役作業を想定し

ている。 
当該物流事業者は、計画段階での総輸送日数は、ハンブルク鉄道ターミナルから

横浜港までを 26 日間と見込んだ。その内訳は、ドイツのハンブルク鉄道ターミナ

ルからロシアのウラジオストク駅までのシベリア鉄道を利用した鉄道輸送を 14 日

間、ウラジオストクにおけるトランジット手続き、及び、積替え作業等に 7 日間、
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海上輸送に 5 日間である。 
実施事業者によれば、計画以上の遅れがでないよう本計画は最大限に余裕を見込

んだ計画とのことであった。海上輸送ルートでハンブルクから横浜までへ輸送する

場合、35 日間から 40 日間程度を想定される。 
 

図表 3-74 輸送計画 

ハンブルク 

（ドイツ） 

貨物ＣＦＳ搬入 10/16 

バンニング 10/17 

鉄道ターミナル搬入 10/18 

ETD ハンブルク鉄道ターミナル 10/19 

ブレスト 

（ベラルーシ） 
ETD ブレスト 10/23 

ウラジオストク 

（ロシア） 

ETD ベカソボ操車場 10/25 

ETA ウラジオストク鉄道ターミナル 11/2 

ETD ウラジオストク港 11/9 

横浜 

（日本） 

ETA 横浜港 11/14 

通関場所搬入 11/15 

 
(2) 実証事業結果 

1) 輸出に必要な書類 
本実証事業３における欧州からの輸出時に必要な書類以下の 3 点である。本実証

事業３においては、INVOICE、PACKING LIST を各輸出者（荷主事業者）が作成

し、輸出通関は各輸出者がそれぞれ手配した。 
① INVOICE（3.2.3 (4) 図表 3-92、図表 3-93 参照） 
② PACKING LIST（3.2.3 (4) 図表 3-94、図表 3-95 参照） 
③ 輸出許可証（3.2.3 (4) 図表 3-96、図表 3-97 参照） 
また、本実証事業３の運送契約は鉄道輸送及びウラジオストクから日本への海上

輸送の運送契約はロシア日本通運合同会社（日本通運のロシア現地法人）とロシア

鉄道のグループ企業である JSC RZD Logistics（以降「RZD L」と略）の間で結ば

れた。そのため、輸出書類はハンブルクの鉄道ターミナルの貨物搬入期限（列車出

発日の前々日）以前に RZD L へ提示する必要がある。 
鉄道、海上輸送を含め、ハンブルク CFS でのバンニング作業及び CFS から鉄道

ターミナル、そして、日本の港湾から顧客指定先へのドレージ輸送を含むすべての

輸送工程に関しては荷主事業者と日本通運との間の運送契約として、Multimodal 
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Transport Bill of Lading（以降「MT B/L」と略）が発行されている。そのため、

荷主事業者には日本通運の発行する MT B/L が手渡される。 
本実証事業３でロシア鉄道のグループ企業である RZD L を窓口に実施した理由

として、実証事業の性質上、ロシア内の鉄道施設を視察する上で許可が得られる可

能性が高いと想定したことにある。そこで、RZD L にハンブルクの鉄道ターミナル

から横浜港までを一貫輸送として手配させた。よって、ハンブルクの鉄道ターミナ

ルから横浜港 CY までは RZD L の運送責任で輸送を実施した。 
本来であれば、ハンブルクの鉄道ターミナルから横浜港 CY の間で発生した貨物

破損等に関するクレームは日系事業者を経由して RZD L に提示されるのだが、本

実証事業においては荷主による貨物保険（モノ保険）で対応した。尚、RZD L には

事前に電子メールで「貨物品名」「HS-Code」「貨物数量」「バンニングプラン（コ

ンテナ内の貨物積付け計画）」を連絡する必要があった。 
本実証事業において、荷主事業者、及び、日本通運は前述の①から③以外の書類

の提示を求められていない。鉄道に関わる手続き、保税転送に関わる手続き、ロシ

ア極東のウラジオストク港からの輸出手続きに至るすべての手続き、申告は RZD L
経由で実施された。 

ドイツで輸出通関後は、欧州域内での保税転送手続き（T-1）は行わず、ベラルー

シ国境まで輸送可能であった。ロシア・CIS 諸国域内（ポーランド、ベラルーシ、

ロシア）の保税転送手続きはベラルーシのブレストの鉄道ターミナルで実施された。

ブレストでのトランジット通関は INVOICE と鉄道運送状（Railway Consignment 
Note）を税関へ提示、書類に不備等がなければ、１日で手続き完了する。尚、各域

内の国境で保税転送手続きが実施された様子はなかった。 
鉄道運送状（Railway Consignment Note）に関してはハンブルクの鉄道ターミ

ナルでハンブルク（ドイツ）－フランクフルト・オーダー、フランクフルト・オー

ダーでフランクフルト・オーダー－クトノ（ポーランド）間、クトノの鉄道ターミ

ナルでクトノ－ウラジオストク間の 3 つ運送状が発行されている（3.2.3 (4) 図表 
3-106 から図表 3-108 参照）。 
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2) 輸送経路 
実際の輸送は 2019 年 10 月中旬から 11 月中旬にかけて実施された。欧州全域か

ら貨物をドイツのハンブルクにある CFS に集約、混載貨物として同一コンテナに積

込み、通関後、ハンブルクの鉄道ターミナルである DUSS23が運営するハンブルク

鉄道ターミナルに搬入した。 
実際の輸送経路は図表 3-75 に示すとおりである。DUSS からロシア極東のウラ

ジオストクに至るまでは、以下の区間で５つの貨物列車を継送している。 
① DUSS 鉄道ターミナルからポーランドの国境沿いのドイツの都市である

フランクフルト・オーダーの鉄道ターミナルまでの区間 
② フランクフルト・オーダー鉄道ターミナルからポーランドのクトノ鉄道

ターミナルまでの区間 
③ クトノ鉄道ターミナルからポーランド－ベラルーシ国境のベラルーシ

側の都市であるブレスト鉄道ターミナルまでの区間 
④ ブレスト鉄道ターミナルからモスクワ特別市郊外のベカソボ鉄道操車

場までの区間 
⑤ ベカソボ鉄道操車場からウラジオストク鉄道ターミナルまでの区間 

この様に複数の貨物列車を継送した理由としては本鉄道輸送の手配先である

RZD L の欧州側パートナーの存在が指摘される。RZD L はポーランド以西の欧州

側の輸送に際して、PCC Intermodal S.A.（以降「PCC I」と略）を提携総代理店

としている。PCC I はポーランドを中心に活動する欧州のインターモーダル輸送手

配事業者である。鉄道ターミナルを複数運営しており、ポーランド国内ではクトノ、

グリビチェ、コルブショバ（Kolbuszowa）、ブジェク・ドルヌィ等に、ドイツでは

フランクフルト・オーダー、ハンブルク等に、ベラルーシではブレスト北

（Brest-North）で鉄道ターミナルの運営に携わり、且つ、それぞれの区間で貨物

列車を仕立てている。本輸送経路は PCC I に関連する鉄道ターミナルを経由するル

ートが取られた。そのため、複数の列車を継送するルートとなったと推測する。ま

た、フランクフルト・オーダー、クトノでのコンテナ荷役作業はなく、コンテナを

積載したワゴンの編成変更のみであった。 

                                                   
23 ドイツ鉄道（Deutsche Bahn AG）グループの鉄道ターミナルオペレーター、DUSS は  

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH の略  
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図表 3-75 実証事業３の実際の輸送経路 
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3) リードタイム 
当初予定ではハンブルク鉄道ターミナルから横浜港までの輸送工程を 26 日間と

見込んでいたが、実際の輸送は 22 日間であった。計画との主な差異を以下に記す。 
① ATD ウラジオストク港 

：トランジット通関に想定より時間を要さず、予定より 4 日短縮 
② ATA 横浜港：週２便（T/T5 日、T/T3 日）のうち船足の速い本船に積載で

き、2 日短縮（出港日が早まり、実質は 1 日短縮） 
③ 但し、ベカソボ操車場からウラジオストク鉄道ターミナルまでのシベリア

鉄道区間は計画時点と比べ遅かったため、1 日間の遅延となった。 
また、ハンブルク鉄道ターミナルへのコンテナ搬入を RZD L の指示で早め、予

定より 3 日早い列車（便）での出発になった。加えて、着地の横浜港では木曜日入

港後、週末明けの月曜日に通関場所へ搬入する予定であったが、通関場所への搬入

を金曜日搬入に早めたことで、通関場所搬入日を 3 日短縮した。 
尚、貨物の現在位置に関する情報について、ドイツのハンブルクからベラルーシ

のブレスト間は RZD L のモスクワ本社に問い合わせることで、ブレストから日本

の横浜港までの間は FESCO 社のホームページから入手した。 
 

図表 3-76 実際のスケジュール 
場所 イベント PLAN ACTURAL 

ハンブルク（ドイツ） 貨物ＣＦＳ搬入 10/16 10/18 
バンニング 10/17 10/21 
鉄道ターミナル搬入 10/18 10/21 
ETD ハンブルク鉄道ター
ミナル 10/19 10/23 

ブレスト（ベラルーシ） ETA ブレスト － 10/26 
ETD ブレスト 10/23 10/27 

ベカソボ，モスクワ 
（ロシア） 

ETA ベカソボ鉄道操車場 － 10/28 
ETD ベカソボ鉄道操車場 10/25 10/29 

ウラジオストク 
（ロシア） 

ETA ウラジオストク鉄道
ターミナル 11/2 11/7 

ウラジオストク港ＣＹ搬
入 － 11/8 

ETD ウラジオストク港 
11/9 

11/10 
11 日出航が
早まった 

横浜（日本） ETA 横浜港 11/14 11/14 
通関場所搬入 11/15 11/15 
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図表 3-77 実輸送の所要日数 

項目 所要日数 
全体（ハンブルク鉄道ターミナル～横浜港） 22 日 

海上輸送（ウラジオストク港～横浜港） ４日 
鉄道輸送 15 日 
ウラジオストクにおける輸出通関手続き 3 日 

 
図表 3-78 実際の所要日数詳細 

 
 
 
  

海上輸送 鉄道手続き 鉄道輸送
（TSR）

鉄道輸送
（欧州）

22日間 4日間 3日間 9日間 6日間
2019年10月16日 (水) 貨物CFS搬入
2019年10月17日 (木) バンニング
2019年10月18日 (金) 鉄道駅搬入 貨物CFS搬入
2019年10月19日 (土) ETDハンブルク駅
2019年10月20日 (日) ETAクトノ駅
2019年10月21日 (月) バンニング

鉄道駅搬入
2019年10月22日 (火) ETDクトノ駅
2019年10月23日 (水) ETAマラシェビチェ

ETDマラシェビチェ
ETAブレスト

ATDハンブルク駅

2019年10月24日 (木) ATAクトノ駅 1 1
2019年10月25日 (金) ETDベカソボ駅 ATDクトノ駅 2 2
2019年10月26日 (土) ATAブレスト 3 3
2019年10月27日 (日) ATDブレスト 4 4
2019年10月28日 (月) ATAベカソボ駅 5 5
2019年10月29日 (火) ATDベカソボ駅 6 6
2019年10月30日 (水) 7 1
2019年10月31日 (木) 8 2
2019年11月01日 (金) 9 3
2019年11月02日 (土) ETAウラジオストク駅 10 4
2019年11月03日 (日) 11 5
2019年11月04日 (月) 12 6
2019年11月05日 (火) 13 7
2019年11月06日 (水) 14 8
2019年11月07日 (木) ATAウラジオストク駅 15 9
2019年11月08日 (金) ウラジオストク港ＣＹ搬

入 16 1
2019年11月09日 (土) ETDウラジオストク港 17 2
2019年11月10日 (日) ATDウラジオストク港 18 3
2019年11月11日 (月) 19 1
2019年11月12日 (火) 20 2
2019年11月13日 (水) 21 3
2019年11月14日 (木) ETA横浜港 ETA横浜港 22 4
2019年11月15日 (金) 通関場所搬入

PLAN ACTUAL

全体（ATDハンブルグ駅～ATA横浜港）
輸送日数

鉄道

14日間

（予定）

鉄道

15日間
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4) 立ち会いの実施 
本実証事業の実施に当たり、ドイツのハンブルク、及び、ロシアのモスクワ市近

郊に位置するベカソボ操車場で、現地における情報収集や不測の事態への対処のた

め、日本通運の次長級社員が日本から立ち会いのため派遣された。 
本実証事業は欧州発の混載輸送であることから、発地であるハンブルクにおける

実態を把握した。次に、欧州発シベリア鉄道を利用した輸送事例は少ないことから、

シベリア鉄道への乗り換え地であるモスクワ市周辺の操車場の内、当該輸送におけ

る乗り換え地となったベカソボ操車場での立ち会いを実施した。 
尚、ブレスト（ベラルーシ）の鉄道ターミナルとロシア極東のウラジオストクで

は立ち合いを実施せず、RZD L 経由で各地の情報収集に努めた。 
 

5) バンニングの状況 
a. バンニング 

RZD L から事前にバンニング方法に対する指示はなかった。そのため、バンニン

グプランを事前に送付して積み付け状況の確認を事前に受けた。 
コンテナ前方にリターナブルパレットを２列に立て、根止め、コンテナ中央にの

貨物を配置した。コンテナ中央の貨物はコンテナの中央に配置したため、左右にプ

ラスチック製の突っ張り棒で固定した。 
図表 3-79 バンニングプラン 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-80 積み付け状況１（コンテナ前方） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 

図表 3-81 積み付け状況２（コンテナ中央） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 

図表 3-82 計測機器の設置状況 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
b. 輸送容器（コンテナ） 
輸送容器は 40ft 背高コンテナ（以降「40ftHQ」と略）を用いた。40ftHQ とした

理由は RZD L との事前の協議の中で、20ft コンテナの場合、2 本単位でないと受託
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しないとの指摘があったためである。コンテナは RZD L を通じ、FESCO 社の COC24

を手配、鉄道オペレーターのコンテナデポより空コンテナを受領した。 
 

図表 3-83 実証事業に用いたコンテナ 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
6) 積替え／編成替え地点の状況 
倉庫にてバンニング後、鉄道ターミナルへ搬入、引渡しを完了した。尚、引き渡

しはコンテナ搬入票により実施された（図表 3-98 参照）。 
 

                                                   
24 Carrier's Own Container の略で、船社、或いは、リース会社など輸出者以外の事業者が所有

するコンテナを示す  
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図表 3-84 ハンブルクの鉄道ターミナル（DUSS）の様子 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
ブレスト（ベラルーシ）の鉄道ターミナルにおけるコンテナ積み替えの荷役作業

は RMG25を用いて実施されていた。 
 

図表 3-85 ブレストの鉄道ターミナル 

 
資料提供： [JSC RZD Logistics] 

 
ベカソボ操車場ではハンプ式の操車（図表 3-87 参照）が行われるが、本実証事

業の貨車はハンプを通過しなかった。一般的にトランジットコンテナのブロックト

レインはハンプを通過しないとのことである。 

                                                   
25 Rail Mounted Gantry crane の略  
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図表 3-86 ベカソボ操車場（モスクワ特別市近郊）の様子 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
図表 3-87 ベカソボ操車場のハンプ（丘）を下る貨車とブレーキシステム 

 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

159 
 

図表 3-88 ウラジオストクの鉄道ターミナル 

 
資料提供： [JSC RZD Logistics] 

 
ウラジオストクでの輸出通関は Loading Order シート（紙ベース）にコンテナ

ヤードの受領印を受けた後、同シートに船積み許可税関印を受けるがすべてマニュ

アル作業となる。ロシア・CIS 諸国の鉄道運送状（Railway Consignment Note）
は紙媒体を原本としているため、紙（原本）がないと通関ができない。なお、ウラ

ジオストク港ＣＹまでの保税転送許可は、ブレストでのトランジット通関で取得済

であった。 
 

図表 3-89 ウラジオストク商業港コンテナターミナル 

 
資料提供： [JSC RZD Logistics] 
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7) 輸送品質 
本実証事業に用いた計測機材の概要は図表 3-90 の通りである。機材は貨物の上

部に板を敷き、その上にビスにて固定した。 
 

図表 3-90 計測機材諸元 

製品名称 G Gravity Shock Recorder 
製造元 株式会社スリック 
型式 G-MEN DR20 
測
定
範
囲
・
精
度 

加速度センサ 静的加速度 20G（±10%）静的加速度：10G（±10%） 

温度範囲 0～50℃（±3℃） 

湿度範囲 30～90%RH（±10%RH） 

使用条件 0～50℃ 70%RH 以下（結露無きこと） 
寸法 75.5（H）×60.5（W）×33（D）mm 
質量 約 135g（電池含む） 
設定条件 記録間隔 5 分 

 
計測の結果、本実証事業におけるコンテナ内部の最低気温はマイナス 13.6℃、最高

気温 24.7℃、平均温度は 5.7℃であった。湿度は最低が 54%、最高が 77%、平均で 68.9%
であり、到着後の現物確認においても結露等による重大な破損は見られなかった。 

衝撃値に関しては重力加速度で最大 4.7G を計測したが、経過時間からウラジオス

トク港における港湾荷役作業時に計測されたと類推される。但し、ベラルーシのブレ

スト鉄道ターミナルからウラジオストク鉄道ターミナルの間において、1G から 2G の

衝撃を多く計測した。これは鉄道輸送に伴う、レール等からの衝撃と類推される。 
また、ブレスト鉄道ターミナルにおける荷役作業、及び、ベカソボ操車場及び各鉄

道ターミナルにおける編成替えのための連結作業においても、過度な衝撃を計測する

ことはなかった。 
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図表 3-91 温度、湿度、衝撃のグラフ 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
※ 計測値は重力加速度（1G）を含む 
※ グラフ中に記載の衝撃に関する数値は重力加速度を除く値 
※ グラフは横軸に経過時間、左縦軸に重力加速度（G）、右軸に温湿度（青系が温度（℃）、赤系が湿度（%））を表す 
※ グラフ中段の赤字は経過時間と貨物トレースで得た情報を基に類推したおおよその地名  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

162 
 

(3) 実証事業評価 
1) 課題検証 

a. 当初課題項目の検証結果 
検証課題に対する事業者の評価は以下の通りであった。 
 

・ リードタイム：海上輸送の約 1/2 の所要日数 
  → 達成（鉄道出発から横浜港まで 22 日） 

※ 海上輸送：ロッテルダム～横浜で 44～45 日 
 

・ コスト：40F１本あたりの数量として航空輸送費用の約 1/2 
  → 概ね達成（混載貨物 22m3 以上の積載効率が必要） 

 
・ 定時性：輸送遅延や保税転送手続き遅延が頻発しないか 

  → 達成（出発時の予定通りに運行） 

※ 今回は目標達成できたが、サンプリング数が少ないのでなんとも

言えないと当該物流事業者は判断した。 
 

・ トレーサビリティ：貨物位置情報のトレース可能ポイント 
  → 達成 

（日々のメール連絡、及び、船会社 WEB サイトにて情報入手） 
RZDL から欧州日通宛にメールが届き、欧州日通から転送してもら

っていた。 
 

・ 輸送環境：貨物に影響を及ぼすであろう輸送中の振動/温度/湿度 
  → 振動：未達成（突発的な衝撃あり／最大 4Ｇ） 

温度：最低マイナス１４度 
湿度：最大８０％ 

※ 今回は問題なかったと当該荷主は判断した。 
 

・ 輸送事故に対する賠責補償問題 
  → RZDL、もしくは、ロシア鉄道の賠責補償が不確実である為、自

社指定のモノ保険の付保を業務受託の条件とする。 
 
本実証事業においては、当初の検証課題はすべてクリアできたとの認識である。

しかしながら、事業者からは以下の指摘を受けた。 



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

163 
 

 

例えば定時性においても、今回の輸送では輸送直前（約 1 週間前 10/16
に 11/14 横浜着になると連絡があり）に示された計画は守られたが、実

証事業ということで特別対応をしてもらえた可能性を払拭できない。中

国と欧州を結ぶ鉄道輸送に関しては多くの輸送実績があることからサン

プリング数も多く、凡そのリードタイムを把握している。リードタイム

は安定性が重要であり、SLB は今回一度だけの輸送で判断できない。輸

送回数を重ねてリードタイムのサンプリング数を増やさなければ、リー

ドタイムについて確証を持てないと考える。 

 
b. 計画時点で予想していなかった課題 
想定外の出来事として、以下の指摘を事業者から受けた。 
 

・ モスクワでの編成替え駅は一定ではなく、運行状況により直前まで

決まらない為、定時性が不透明。最善のパターンで繋ぐので、モス

クワではない場合もあるとのこと。電車の運行状況をみてリードタ

イムが最短になるように調整されている。 
・ 危険物梱包規定やその他ルール等がロシア語であり、簡単には理解

できない。また、その通りに積んだとしても、その場の判断でバン

ニングし直しになること等も考えられる。 

 
2) 評価 

a. 荷主事業者 
本実証事業の荷主事業者の評価として以下の回答を得た。 
 

【信越電装】 
・ 継続利用の意向→貨物出荷がコンスタントにないので、具体的な頻

度はお答えできないが、選択肢の一つとして常に考えていきたい。 
・ 継続利用のための条件 /課題→もう少しリーズナブルな料金設定を

して頂けると利用し易い。最終荷揚げ港が横浜以外にもあると便利。 
 
【キトー】 
・ 継続利用の意向 ：有（数量：不詳） 
・ 継続利用のための条件：価格設定 
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LCL）運賃がいくら程度にできるか？ 
FCL）海上輸送比 何倍程度になるか？ 
輸送温度・振動環境 

・ 日本発輸出についても実現の要望有り（LCL/FCL 両方ともに） 
 
※今回の実証事業には、海上輸送と同じ金額で参加してもらった。 

 
b. 日系物流事業者 

 
本実証事業の日本通運の評価として以下の回答を得た。 
 

【日本通運】 
・ コストダウン：少なくとも CLB 以下とし、海上輸送からの切り替え

には、運賃を海上運賃の２倍以下にする必要あり。定時性の確保 
・ リードタイム短縮（現状よりさらに短縮できればより良いという意） 
・ 賠責条件の明確化 
・ 輸送環境（振動衝撃）サンプリング数の増加 
・ 輸送環境（振動衝撃）の CLB との比較検討 
・ 利用意向 TEU/年は、ある程度の販売条件が決まった後でなければ、

荷主に確認は不可能。尚、参考までに弊社取扱い日欧間海上輸送

TEU 数においては、East Bound は West Bound の半数以下。 
 

・ SLB を使う理由（CLB との比較）： 
日本海側の港湾からは自社最短 CLB ルートに接続する船便がない

ため、SLB への需要があるかもしれない。また、危険品輸送の需要

もあると考えられる。 
輸入は SLBの方がトランジット通関手続き等やりやすい可能性があ

る。 

 
尚、本実証事業におけるハンブルク鉄道ターミナルから横浜港までの輸送を依頼

した RZD L に対する評価は『輸送前、及び、輸送中における日々トレースの状況、

問い合わせ回答等問題なかった。』とのことであった。 
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(4) 各種資料 
図表 3-92 INVOICE（信越電装） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-93 INVOICE（キトー） 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-94 PACKING LIST（信越電装） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-95 PACKING LIST（キトー） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-96 輸出許可証（信越電装） 

 
資料提供： [日本通運株式会社]  

 



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

170 
 

図表 3-97 輸出許可証（キトー） 

 

 

資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-98 コンテナ搬入票 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

172 
 

図表 3-99 ロシア日通から RZD ロジスティクスへの発注書 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-100 信越電装（荷主事業者）と日本通運（日系フォワーダー）の MT B/L 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-101 キトー（荷主事業者）と日本通運（日系フォワーダー）の MT B/L 

 

資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-102  海上輸送の Master B/L 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 
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 図表 3-103 保税転送書類（ブレスト）1/2 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-104 保税転送書類（ブレスト）2/2 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-105 保税転送書類（ウラジオストク） 

 

 

資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-106  鉄道運送状（ハンブルクーフランクフルト・オーダー間） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-107 鉄道運送状（フランクフルト・オーダーークトノ間） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 
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図表 3-108 鉄道運送状（クトノーウラジオストク間） 

  
資料提供： [日本通運株式会社] 
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(5) 国際物流総合展 2020 における本実証事業の広報活動 
2020 年 2 月 19 日(水)～21 日(金)に東京ビッグサイト（東京国際展示場） にて開

催された、国際物流総合展 2020 の日本通運株式会社の展示ブースにおいて、「シベ

リア鉄道による欧州－日本間トライアル貨物輸送について」と題し、写真のスライ

ドショーがモニターで展示された。 
 

図表 3-109 展示の様子（国際物流総合展 2020） 

 
資料提供： [日本通運株式会社] 

 
  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

183 
 

3.2.4  実証事業４ 

(1) 企画概要 
1) 概要 
企画概要は「図表 3-110 実証事業４の企画概要」に示すとおりである。本実証

事業では輸送環境の計測を主なテーマとし、リードタイム、各種手続き等の検証を

実施した。本実証事業４の輸送貨物は精密機器であり、振動、衝撃、温湿度等の輸

送環境に影響を受けやすい貨物である。シベリア鉄道を利用した日本と欧州を結ぶ

鉄道輸送ルートの輸送環境は精密機器等の輸送に適合できるか、その実態を把握す

る目的で実施した。 
 

図表 3-110 実証事業４の企画概要 

荷主事業者 ヤマハ発動機株式会社 

日系フォワーダー 

（一次窓口） 
郵船ロジスティクス株式会社 

日本－ロシア極東

（鉄道発着地）間

の船社 

Far-Eastern Shipping Company 

（FESCO Transportation Group） 

ロシア側パートナ

ー企業 

FESCO 

（トランスロシアエージェンシージャパン株式会社を窓口

に） 

実証輸送

の概要 
貨種 高性能コンパクト印刷機とその付属品  

計 測

機器 
輸送環境計測用データロガー 

区間 名古屋港（日本）からデュイスブルク（ドイツ） 

時期 
冬季 

（詳細は図表 3-112 輸送計画を参照） 

貨 物

量 

20ft ドライコンテナ x 1 本 

1,289 ㎏（5,899M3） 
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課題と検

証事項 

① 輸送環境 

 精密機器における鉄道輸送の検証。衝撃値だけではなく、輸送

期間中の恒常的な振動による貨物への影響を調査する振動計測

機能をもった機器を取付け、多角度的な検証を行う。 

② リードタイム 

 現状、海上輸送ルートにてロッテルダム港まで 30 日、最終納入

先まで約 40 日掛かっているところ、シベリア鉄道ルートであれ

ば約 2 週間程度のリードタイム短縮が見込める点につき確認を

行う。 

③ 国際保税転送手続き 

 ウラジオストク港税関における、国際トランジットの保税転送

申告が滞りなく進むかどうかの検証。極東港(ウラジオストク

港、ボストーチヌイ港)で通常、ロシア国内向けの保税転送申請

を行う際は、品目によってはロシアでの本通関と同程度の商品

説明や資料提出が求められるケースが多く、国際保税転送手続

きの場合の税関の対応について問題がないのか検証を行う。 

④ 編成替え作業の状況 

 現行の欧州向け鉄道輸送サービス概要では「ウラジオストク＞

モスクワ」間は既存のブロックトレインへ積載。その後、欧州

へ抜けるコンテナをモスクワ駅でまとめ「モスクワ＞ブレスト/

マラシェビチェ」間の鉄道を別途手配するといわれており、ロ

シア側が行う税関手続き(異なる列車へ繋ぐ手続き)が円滑に進

むかどうか、駅での機関車編成替えに問題がないのか検証を行

う。 

⑤ 積替え荷役作業の状況 

 ブレスト(ベラルーシ)/マラシェビチェ(ポーランド)での実際

の貨車の混雑具合、鉄道貨車(広軌>標準軌)の変更における実際

のハンドリング状況の確認。 

 
2) 輸送計画 
本実証事業４は、当該物流事業者が、日本の名古屋港からロシア極東のウラジオ

ストク港を経由し、ウラジオストクからロシア鉄道の TSR の輸送ルート、つまりシ

ベリア鉄道を利用してモスクワへ輸送し、モスクワで欧州方面行きの列車に再編成

され、ベラルーシ国鉄、ポーランド国鉄、ドイツ鉄道を乗り継いでドイツのデュイ

スブルクに至る貨物輸送として企画した。尚、名古屋港からウラジオストク商業港
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へは海上輸送である。名古屋港まで、及び、デュイスブルクの鉄道ターミナルから

目的地までのドレージ輸送を勘案するとトラック、船舶、鉄道の複数の輸送モード

を利用する複合一貫輸送ルートである。その中でも、本実証事業では船舶と鉄道の

輸送に着目した。 
 

図表 3-111 実証事業４の貨物輸送ルート 

 
 
尚、本ルートでは輸送途上に 2 回以上のコンテナの積替え荷役が発生することが

想定された。第一にウラジオストク、第二にベラルーシとポーランドの国境である。

ウラジオストクでは船舶から鉄道へのコンテナの積替え荷役作業が実施されるが、

ウラジオストクの港湾には鉄道軌道が引き込まれており、コンテナヤード内での荷

役作業が想定された。 
また、ロシア、ベラルーシの鉄道のレール幅、つまり、軌間は 1,520 ㎜の広軌で

あるのに対し、ポーランドとドイツの軌間は 1,435 ㎜の標準軌である。そのため、

それぞれの軌間にあった動力機関車、貨車を使用することになる。本実証事業４で

コンテナはベラルーシのブレストで広軌の貨車から標準軌の貨車に積替えられるこ

とが事前に想定された。 
当該物流事業者は、計画段階での総輸送日数について、名古屋港からデュイスブ

ルク鉄道ターミナルまで 37 日間と見込んだ。その内訳は、名古屋港からウラジオ

ストクの港湾までを 9 日間、ウラジオストクでのトランジット手続き、及び、積替

え作業等に 6 日間、ウラジオストクからドイツのデュイスブルク鉄道ターミナルま
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でを 22 日間である。 
実施事業者によれば、本計画は最大限に余裕を見込んだ計画とのことであった。

オランダのロッテルダム港経由の海上輸送ルートで輸送する場合、40 日間前後が想

定されることからも余裕を見込んだ日数と言える。 
 

図表 3-112 輸送計画 

名古屋港（日本） 

バンニング 2020 年 01 月 06 日(月) 
輸出申告 

2020 年 01 月 08 日(水) 
輸出許可 
CY 搬入 2020 年 01 月 10 日(金) 
ETD 名古屋港 2020 年 01 月 11 日(土) 

ウ ラ ジ オ ス ト ク

（ロシア） 

ETA ウラジオストク港 2020 年 01 月 20 日(月) 
転送申告 2020 年 01 月 21 日(火) 
転送許可 2020 年 01 月 22 日(水) 
鉄道手配 2020 年 01 月 23 日(木) 
鉄道駅搬入 2020 年 01 月 24 日(金) 
ETD ウラジオストク駅 2020 年 01 月 26 日(日) 

モスクワ（ロシア） 
ETA モスクワ駅 2020 年 02 月 07 日(金) 
ETD モスクワ駅 2020 年 02 月 09 日(日) 

ブレスト（ベラル

ーシ） 
ETA ブレスト 2020 年 02 月 11 日(火) 
ETD ブレスト 

2020 年 02 月 12 日(水) 
マ ラ シ ェ ビ チ ェ

（ポーランド） 
ETA マラシェビチェ 
ETD マラシェビチェ 2020 年 02 月 13 日(木) 

デ ュ イ ス ブ ル ク

（ドイツ） 

ETA デュイスブルク駅 2020 年 02 月 17 日(月) 
鉄道ターミナル引き取り 

2020 年 02 月 18 日(火) 

通関場所搬入 
輸入申告 
輸入許可 
通関場所搬出 
荷主倉庫搬入 
引き渡し 
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(2) 実証事業結果 
1) 輸出に必要な書類 
本実証事業４における輸出時に必要な書類は以下の 2 点である。ロシア保税転送

手続きのためのロシア語翻訳は、トランスロシアエージェンシージャパンが対応し

た。尚、国際保税転送手続きのため、通常のロシアにおける税関申告で求められる

売買契約書の提出は行っていない。 
① INVOICE（3.2.4 (4) 図表 3-144 参照） 
② PACKING LIST（3.2.4 (4) 図表 3-145 参照） 

本船出港が 2020 年 1 月 11 日であったことから、2019 年 12 月 26 日に FESCO
社による上記①②の書類に関する最終確認を得た。 

また、本実証事業４の運送契約は名古屋港 CY からウラジオストク商業港への海

上輸送、ウラジオストクでのトランジット諸手続き・作業、鉄道輸送に関して、日

系フォワーダーとトランスロシアエージェンシージャパン株式会社 26を窓口に

FESCO 社と結ばれた（3.2.4 (4) 図表 3-146 参照）。鉄道、海上輸送、及び、名古

屋港まで、デュイスブルクの鉄道ターミナルから目的地までのドレージ輸送を含む

全輸送工程に関しては日系フォワーダーが負うこととし、荷主事業者と日系フォワ

ーダーとの間の運送契約として、Multimodal Transport Bill of Lading（以降「MT 
B/L」と略）が発行されている（3.2.4 (4) 図表 3-147 参照）。 

保税転送手続きはウラジオストクにおいてロシア・CIS 諸国域内（ロシア、ベラ

ルーシ）の手続きが実施され（3.2.4 (4) 図表 3-149 参照）、ポーランドのマラシェ

ビチェで欧州域内（ポーランド、ドイツ）の手続きが実施された。 
鉄道輸送手続きはウラジオストクにおいて、ロシア・CIS 諸国域内（ロシア、ベ

ラルーシ）の SMGS の運送状（Railway Consignment Note）がウラジオストク（ロ

シア）とクトノ（ポーランド）の間で発行された（3.2.4 (4) 図表 3-150 参照）。ク

トノ以降、本実証事業４ではポーランドのクトノとドイツのフランクフルト・オー

ダーで列車を乗り継いだため、クトノ－フランクフルト・オーダー、フランクフル

ト・オーダー－デュイスブルク間の２区間で欧州域内の鉄道運送状（Railway 
Consignment Note）である CIM の手続きが実施された（3.2.4 (4) 図表 3-151 及

び図表 3-152 参照）。 
尚、保税転送手続き、及び、鉄道手続きは荷主事業者、日系フォワーダーは関与

せず、FESCO 社より事前に求められる保税転送申告書等に記載するための情報（本

実証事業４では貨物毎 (HS Code 毎)の重量）を提示することで、FESCO 社側で手

続きを実施することになっている。本実証事業４での情報の提示は日系フォワーダ

                                                   
26 FESCO 社の日本における総代理店  
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ーから FESCO 社へ電子メールにて行っており、PACKING LIST 等の訂正は実施

していない。 
 

2) 輸送経路 
貨物はバンニング後、輸出通関を経て名古屋港 CY に搬入した。その後の経路は

図表 3-113 に示すとおりである。尚、ウラジオストクからデュイスブルクで以下の

区間で５つの貨物列車を継送している。 
① ロシア極東のウラジオストク鉄道ターミナルからモスクワ特別市郊外のベカ

ソボ鉄道操車場までの区間 
② ベカソボ鉄道操車場からベラルーシとポーランドのベラルーシ側国境都市で

あるブレストの鉄道ターミナルまでの区間 
③ ブレスト鉄道ターミナルからポーランドのクトノ鉄道ターミナルまでの区間 
④ クトノ鉄道ターミナルからドイツとポーランドのドイツ側国境都市であるフ

ランクフルト・オーダーの鉄道ターミナルまでの区間 
⑤ フランクフルト・オーダー鉄道ターミナルから鉄道の着地であるドイツのデ

ュイスブルクにある鉄道ターミナル（Duisburg Intermodal Terminal、通称

DIT）までの区間 
この様に複数の貨物列車を継送した理由としては本鉄道輸送の手配先である

FESCO の欧州側パートナーの存在が指摘される。FESCO はポーランド以西の欧州

側の輸送に際して、PCC Intermodal S.A.（以降「PCC I」と略）を提携総代理店

としている。PCC I はポーランドを中心に活動する欧州のインターモーダル輸送手

配事業者である。鉄道ターミナルを複数運営しており、ポーランド国内ではクトノ、

グリビチェ、コルブショバ、ブジェク・ドルヌィ等に、ドイツではフランクフルト・

オーダー、ハンブルク等に、ベラルーシではブレスト北で鉄道ターミナルの運営に

携わり、且つ、それぞれの区間で貨物列車を仕立てている。 
そのため、本実証事業４のポーランド以西の輸送は PCC I により手配されたこと

で、PCC I に関連する鉄道ターミナルを複数の列車で継送するルートとなったと推

測する。また、クトノ、フランクフルト・オーダーの鉄道ターミナルではコンテナ

を積載したワゴン（貨車）の編成替えを実施した。両鉄道ターミナルではコンテナ

を貨車から別の貨車へ積み替える荷役作業が実施されており、本実証事業４でコン

テナを貨車から貨車へ移し替えるコンテナ荷役作業は前述の通り、ウラジオストク

とブレストと合わせ 4 か所で実施された。尚、ベカソボ鉄道操車場では貨車から貨

車へコンテナを移し替えるコンテナ荷役作業はなかった（コンテナを積載した貨車

を編成替え）。 
但し、クトノ－デュイスブルク便にはフランクフルト・オーダーの鉄道ターミナ
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ルで編成替えを実施する便としない便が存在する。フランクフルト・オーダーの鉄

道ターミナルで編成替えを実施するか否かは利用する列車（便）により異なる。 
 

図表 3-113 実証事業３の実際の輸送経路 

 
 

 
 
  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

190 
 

3) リードタイム 
実際の輸送は 2020 年 1 月初旬から 2 月初旬にかけて実施された。名古屋港から

ドイツのデュイスブルク鉄道ターミナルまでの輸送期間は 24 日間である。当初予

定では 37 日間見込んでいた。計画との主な差異を以下に記す。 
① 海上輸送における差異 

通常、ボストーチヌイ港→ウラジオストク商業港の順で寄港する予定であ

ったが、船社の都合によりウラジオストク商業港→ボストーチヌイ港へ寄

港ローテーションが変更されたため、計画時よりも 3 日間の短縮 
② ウラジオストクにおけるトランジットに関わる諸手続きにおける差異 

トランジット通関に想定より時間を要さず、予定より 3 日短縮 
③ ウラジオストク鉄道ターミナルからデュイスブルク鉄道ターミナルまで

の区間の鉄道輸送時間の差異 
 想定より時間を要さず、計画時より 7 日間の短縮 
 7 日間の内訳はウラジオストク鉄道ターミナルからベカソボ鉄道操車場

までの区間で計画時より 4 日間短縮、ベカソボ鉄道操車場で計画時より

2 日間短縮、ブレスト鉄道ターミナルからデュイスブルク鉄道ターミナ

ルまでの区間で計画時より 1 日間短縮 
尚、本実証事業４において貨物の現在位置に関する情報は名古屋港からブレスト

（ベラルーシ）間を FESCO 社ホームページから入手した。ブレスト以西、ポーラ

ンドのマラシェビチェからデュイスブルク間は PCC Iのカスタマーサービス担当へ

逐次問合せを行うことで情報を入手した。 
 

 
  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

191 
 

図表 3-114 実際のスケジュール 

    PLAN ACTURAL 

名古屋港（日本） バンニング 01/06 01/07 

輸出申告 01/08 01/08 

輸出許可 01/08 01/08 

CY 搬入 01/10 01/10 

ETD 名古屋港 01/11 01/10 

ウラジオストク（ロシア） ETA ウラジオストク港 01/20 01/17 

転送申告 01/21 01/18 

転送許可 01/22 01/18 

鉄道手配 01/23 01/18 

鉄道駅搬入 01/24 01/19 

ETD ウラジオストク駅 01/26 01/20 

ブレスト（ベラルーシ） ETA ブレスト 02/11 01/30 

ETD ブレスト 02/12 02/01 

マラシェビチェ（ポーラン

ド） 

ETA マラシェビチェ 02/12 02/01 

ETD マラシェビチェ 02/13 02/01 

デュイスブルク（Duisburg 

Intermodal Terminal） 

（ドイツ） 

ETA デュイスブルク駅 02/17 02/04 

鉄道ターミナル引き取り 02/18 02/05 

通関場所搬入 02/18 02/05 

輸入申告 02/18 02/05 

輸入許可 02/18 02/05 

通関場所搬出 02/18 02/05 

荷主倉庫搬入 02/18 02/05 

引き渡し 02/18 02/06 

 
図表 3-115 実輸送の所要日数 

項目 所要日数 
全体（名古屋港～デュイスブルク鉄道ターミナル） 24 日 

海上輸送（名古屋港～ウラジオストク商業港） 6 日 
鉄道輸送 15 日 
ウラジオストクにおける輸出通関手続き 3 日 
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図表 3-116 実際の所要日数詳細 

 
 

輸送日数（日本の港湾⇔着地駅） 37日間 16日間 海上輸送 鉄道手続き 鉄道輸送 通関

うち、鉄道輸送 （22日間） （12日間） 日間 6日間 3日間 日間 2日間 1日間
2020年01月07日 (火) 工場バンニング 工場バンニング
2020年01月08日 (水) 輸出申告

輸出許可
輸出申告
輸出許可

2020年01月09日 (木) （Doc Cut） （Doc Cut）
2020年01月10日 (金) CY搬入（CY CUT） CY搬入（CY CUT）
2020年01月11日 (土) ETD名古屋港（operate by APL） ETD名古屋港（operate by APL）
2020年01月12日 (日) 1 1
2020年01月13日 (月) 2 2
2020年01月14日 (火) 3 3
2020年01月15日 (水) 4 4
2020年01月16日 (木) 5 5
2020年01月17日 (金) ATAウラジオストク港（夕方） 6 6
2020年01月18日 (土) 積卸

転送申告
転送許可
鉄道手配 7 1

2020年01月19日 (日) 鉄道駅搬入
ワゴン積載 8 2

2020年01月20日 (月) ETAウラジオストク港 ATDウラジオストク鉄道ターミナル 9 3
2020年01月21日 (火) 転送申告 10 1
2020年01月22日 (水) 転送許可 11 2
2020年01月23日 (木) 鉄道手配 12 3
2020年01月24日 (金) 鉄道駅搬入 13 4
2020年01月25日 (土) 14 5
2020年01月26日 (日) ETDウラジオストク駅 15 6
2020年01月27日 (月) 16 7
2020年01月28日 (火) ATAモスクワBekasovo操車場

ATDモスクワBekasovo操車場 17 8
2020年01月29日 (水) 18 9
2020年01月30日 (木) ATAブレスト(ﾍﾞﾗﾙｰｼ) 19 10
2020年01月31日 (金) 20 11
2020年02月01日 (土) ATDブレスト(ﾍﾞﾗﾙｰｼ)

ATAマラシェビチェ(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)
ATDマラシェビチェ(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 21 12

2020年02月02日 (日) ATAクトノ駅(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)
ATDクトノ駅(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 22 13

2020年02月03日 (月) 23 14
2020年02月04日 (火) ATAデュイスブルク 24 15
2020年02月05日 (水) 鉄道ターミナル引き取り

通関場所搬入
輸入申告
輸入許可
通関場所搬出
荷主倉庫搬入 1 1

2020年02月06日 (木) 引き渡し 2
2020年02月07日 (金) ETAモスクワ／ベカソボ操車場
2020年02月08日 (土)
2020年02月09日 (日) ETDモスクワ／ベカソボ操車場
2020年02月10日 (月)
2020年02月11日 (火) ETAブレスト
2020年02月12日 (水) ETDブレスト

ETAマラシェビチェ
2020年02月13日 (木) ETDマラシェビチェ
2020年02月14日 (金)
2020年02月15日 (土)
2020年02月16日 (日)
2020年02月17日 (月) ETAデュイスブルク（DIT）
2020年02月18日 (火) 鉄道ターミナル引き取り

通関場所搬入
輸入申告
輸入許可
通関場所搬出
荷主倉庫搬入
引き渡し

輸送日数
全体（ATD名古屋港～ATAデュイスブルク駅） 着地駅～引き渡し

PLAN ACTUAL
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4) 立ち合いの実施 
本実証事業４の実施に当たり、ロシア極東のウラジオストク、モスクワ特別市（ロ

シア）郊外のベカソボ鉄道操車場、ベラルーシのブレスト、ポーランドのクトノ、

ドイツのデュイスブルクで、現地における情報収集や不測の事態への対応のため、

郵船ロジスティクスの社員が日本から立ち会いのため派遣された。 
 

5) バンニングの状況 
貨物のコンテナへの積み付け（バンニング）は 2020 年 1 月 7 日の日中に実施さ

れた。輸送に用いた容器（コンテナ）は船社（FESCO 社）の 20ft Dry COC（Carrier's 
Own Container）である。当該日の天候は雨、バンニング終了時の温湿度は気温

6.0℃、湿度 94%RH27であった。貨物はロシア鉄道の輸送規則に従いコンテナ中央

に配置し、貨物を挟み込むようにコンテナの奥と手前（ドア側）に格子状に組んだ

角材で囲み、根止めした。 
 

図表 3-117 輸送に用いたコンテナ 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

                                                   
27 %RH は相対湿度の単位（単に「%」と表記する場合もある）。RH は Relative Humidity の略

で相対湿度の意味  
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図表 3-118 貨物の積み付け（ラッシングの状況） 

コンテナ奥のラッシング材 貨物のラッシング バンニング完了状態 

   
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-119 計測機器の設置状況（貨物天面） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

※ 予備電源は振動計測器（SR-300）用で、リチウムイオン電池を利用した場合、

鉄道輸送に制約が発生するため、本実証事業４ではアルカリ電池を用いた。

アルカリ電池はリチウムイオン電池に比べ容量が少ないため、輸送期間を考

慮して、予備電源（アルカリ電池パック）を設置した。 
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図表 3-120 計測機器の設置状況（コンテナ側床面） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-121 計測機器の設置状況（コンテナ奥側床面） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

※ 水平器は衝撃振動加速度レコーダー（SR300）の水平を確認するために使用、

輸送時には取外された（本実証事業４の輸送品目の対象外）。 
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6) 積替え／編成替え地点の状況 
a. ウラジオストク（ロシア極東） 
本実証事業４では FESCO（船社）のグループ企業である FESCO Integrated 

Transport（以降「FIT」と略）が保税転送や SMGSの鉄道運送状（Consignment Note）
などのトランジット諸手続きを担当した。また、本船入港前の予備申告は行ってい

ないが、事前にウラジオストック税関海上官署へは、本輸送の相談・折衝を行って

いた模様であった。 
ウラジオストク商業港の敷地内に鉄道の引き込み線が敷設されており、そこで列

車が編成される。列車の編成される線路脇には荷役待ちのコンテナを置く待機台が

あり、貨車へのコンテナ積載は RTG28が使用される。 
ロシア鉄道より許可が出たのちに、編成はロシア鉄道側の鉄道ターミナルへ移さ

れ、出発を待つ。FESCO とロシア鉄道で予め合意されたタイムテーブルがあるが(デ
イリーベースで 1 日Ｘ本の列車が出発等)、具体的な出発のタイミングについては、

FESCO 側の編成のタイミングや機関車の準備状況によるため、具体的な「出発時

刻」としてのタイムテーブルは存在しない。 
実証事業４の 20ft コンテナは、60feet 貨車の中央部分に積載された。加えて、当

該貨車はモスクワ Silikatnaya 鉄道ターミナル行き列車の最後尾に接続された。当

該列車に積載されたコンテナはすべてモスクワを最終目的地としており、実証事業

４のコンテナのみモスクワ以西を最終目的地とした。つまり、ベカソボ操車場駅で

最後尾に接続された実証事業４のコンテナだけが、切り離され、ブレスト行き列車

へ接続されるということになる。 
尚、ウラジオストク商業港における港湾荷役、鉄道への積替え荷役作業はガント

リークレーン等の荷役機器も導入されており、特段の問題は見当たらなかった。 
 

  

                                                   
28 Rubber Tired Gantry crane、タイヤ式門型クレーン  
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図表 3-122 ウラジオストク商業港 

岸壁 構内 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-123 鉄道ターミナル 

ウラジオストクの鉄道ターミナル 最後尾の貨車に積載された当該コンテナ 

  

資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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b. ベカソボ鉄道操車場（モスクワ特別市近郊） 
ベカソボ操車場（Bekasovo Sorting Station）は、ロシア鉄道が管理する欧州で

最大規模の操車場駅である。建設は 1976 年。全長 14km の長さがあり、面積は約

380 ヘクタールを有する。敷地内は大きく 5 つのエリアにより構成される。 
ベカソボ操車場は通常、ハンプ式で操車を実施している。操車の対象はシングル

トレインであり、当該実証事業４のブロックトレインについてハンプ式操車は実施

されてない。 
当該実証事業４のコンテナの操車は平面ヤードエリアで実施された。当該コンテ

ナを積載した貨車はウラジオストクからモスクワ・シリカトナヤ駅へ向かうブロッ

クトレインの最後尾に接続された。まず、当該ブロックトレインは図表 3-124 のエ

リアへ入線する。その後、ベカソボ操車場の機関車が最後尾に接続され、当該実証

事業４のコンテナを積載した貨車のみが切り離される。その後、直近にブレストへ

向かうブロックトレインの最後尾に接続された。どのブレスト行きブロックトレイ

ンに連結するかは、ロシア鉄道がコントロールしており、ウラジオストクからの列

車の到着を待って、直近に到着するブロックトレインが選択され、連結が行われる。 
当該編成作業に関してベカソボ操車場では何ら税関手続きは存在しない。よって

関係輸送書類等も存在しない（但し、ロシア鉄道内部での書類はあると思慮するが、

日系フォワーダーや荷主事業者に関係する書類は存在しない）。 
当該実証事業４では 2020 年 1 月 28 日(火)23 時 01 分にベカソボ操車場にウラジ

オストクからの列車が到着し、翌 1 月 29 日(水)1:36 に新たな編成へ付け替えられ

てブレストへ向け出発した。RZD L の担当者の説明では付け替え作業そのものは正

味 20 分程度とのことである。 
 

図表 3-124 ブロックトレインの編成替え 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社]を基に日通総合研究所にて一部加筆 
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図表 3-125 ハンプ式操車 

全景 ブレーキシステム 

 
※ ハンプ式操車場はハンプ（Hump）、つまり、丘を備え、丘の頂上から丘の下

にある平面部分の仕分線に向け、重力で貨車のみ転走する。そのため、坂の後

半途中に貨車を減速するためのブレーキシステムが線路上に設置される。ま

た、貨車を重力で転走せず、仕分線が同一平面上にある操車場を平面ヤードと

呼ぶ 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社]を基に日通総合研究所にて一部加筆 

 
c. ブレスト北鉄道ターミナル（Brest Severny29 Container Terminal、ベラルー

シ） 
ブレスト北鉄道ターミナルはベラルーシ鉄道により運営されている。長さ 700m

の引き込み線が 6 本 （広軌・狭軌の組み合わせが 3 対）あり、RMG は 3 台、リー

チスタッカーは 4 台を有する。広軌から狭軌、狭軌から広軌へのワゴンの積み替え

は、RMG によって直接行うことが可能となっている。 
通常 1 日に最大 1200 コンテナのハンドリング可能であり(ピーク時の 11 月は約

半分の 600 コンテナ程度)、ターミナル担当者へのヒアリングでは「昨今はターミナ

ルのオペレーションにかつてのような混雑はなく落ち着いた状況」とのことであっ

た。当該鉄道ターミナル並びに当該ベラルーシの税関は、ともに 365 日 24 時間稼

働とのことである。 
軌間違いの貨車から貨車へコンテナを積替える作業は、基本的に列車の受入国側

                                                   
29 Severny はロシア語で北を意味する  
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の鉄道ターミナルとなる。つまり West Bound であれば、ポーランド側、East Bound
であればベラルーシ側の鉄道ターミナルで積み替えが行われる。ブレスト北鉄道タ

ーミナルにおいては、現状 70%が West Bound、30％が East Bound の取扱いの列

車である。 
実証事業４のコンテナも上記原則に則れば、ポーランド側で積み替えされるが、

PCC I は、ブレスト北鉄道ターミナルと契約関係を持っており、ベラルーシ側での

積替えとなった。 
 
図表 3-126 ブレスト北鉄道ターミナルの一部（3 対の内の１つ）の配置図 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-127 ブレスト北鉄道ターミナルの様子 

RMG でのオペレーション リーチスタッカーとターミナル 

  

資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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d. クトノ鉄道ターミナル（ポーランド） 
PCC I はクトノに 700m の線路を 4 線敷設した鉄道ターミナルを所有しており、

クトノをハブとしてポーランド国内のみならず、欧州諸国への鉄道輸送網を構築し

ている。荷役設備は RMG2 基（1 台を追加導入の予定）、リーチスタッカー6 台、

ターミナル内牽引用の機関車を 2 台、ポーランド国内輸送用に 8 台の機関車を備え、

最大 2,500TEU コンテナを蔵置可能である。ポーランド国外の国際路線については、

提携事業者の機関車を使用しての運行を行っている。例えば、本実証事業４はポー

ランド国内を CAPTRAIN POLSKA 社、ドイツ国内を RTB Cargo 社の機関車でけ

ん引された。 
積み替え作業時間は PCC I の現地担当者によると「午前中にクトノへ到着したコ

ンテナは、多くが同日中に次の仕向け地向けのワゴンへ積み換えられ同日中に出発

する」とのことであった。本実証事業４のコンテナを積載した貨車も 2020 年 2 月

2 日(日)未明の 0 時 10 分にブレストより到着し、同日 20 時 40 分にフランクフルト・

オーダーへ向け出発している。 
 

図表 3-128 PCC I のクトノ鉄道ターミナル配置図 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-129 PCC I のクトノ鉄道ターミナルの様子 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

202 
 

e. デュイスブルク鉄道ターミナル（Duisburg Intermodal Terminal（以降「DIT」）、
ドイツ） 

Duisport30が出資する DIT は中国と欧州間の鉄道輸送サービスである中欧班列の

欧州側最大の発着地である。鉄道ターミナルは敷地面積 200,000m2、許容コンテナ

蔵置数 12,500TEU、700m の線路を 6 線敷設し、3 基の RMG と 4 台のリーチスタ

ッカーを備える。DIT は運河でライン川と結ばれており、河川輸送の港湾としての

機能も有している。ターミナルの営業時間は日曜日の午後 10 時から土曜日の午後 2
時までである。 

本実証事業４では、輸入申告地を郵船ロジスティクスのデュイスブルク倉庫

（Yusen Logistics (Deutschland) GmbH）としたため、欧州の保税転送手続きはマ

ラシェビチェから Yusen Logistics (Deutschland) GmbH まで申請した。そのため、

DIT で通関等の諸手続きは実施されていない。フランクフルト・オーダー)で新たな

ワゴン・編成に積み換えられたコンテナは、2020 年 2 月 4 日(火)22 時 30 分に

Duisburg Intermodal Terminal 駅へ到着。翌日 2 月 5 日(水)10 時には、DIT から

コンテナを引き取ることが可能な状態となった。 
図表 3-130 DIT 鉄道ターミナルの様子 

700m の線路が 6 線敷設、荷役は RMG リーチスタッカーで移動される当該コン

テナ 

  
引き取りの様子 蔵置の様子 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

                                                   
30 Duisburger Hafen AG 社の通称、同社はドイツに 9 つの内陸ターミナルへ出資し、欧州域内

では最大のターミナル運営面積を誇る  
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7) デバンニングの状況 
貨物のコンテナからの取り卸し（デバンニング）作業は 2020 年 2 月 5 日の日中

に実施された。当該日の天候は晴天、デバンニング終了時の温湿度は気温 13.3℃、

湿度 68%RH であった。デバンニング時の目視による貨物確認では外から見える限

り、貨物に何らダメージは確認されなかった。また、参考ではあるが貨物外装箱に

設置されたショックウォッチ31、ティルトウォッチ32ともに反応は確認されなかっ

た。 
 

図表 3-131 デバンニングの様子（デュイスブルク郵船ロジ倉庫） 

コンテナ開封直後 ラッシング材の取外し 

 
 

貨物の取り卸し作業 ショックウォッチ、ティルトウォッチ 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社]  

                                                   
31 ショックウォッチ(Shock Watch)：輸送中の貨物に一定以上の落下衝撃などが加わったか否か

を簡易的に判別する検知器  
32 ティルトウォッチ(Tilt Watch)：輸送中の貨物が決められた面を常時上向きにしていたかを簡

易的に判別する検知器、貨物の転倒や横積みを防止・判別するために付けられる  
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8) 輸送品質 
a. 計測機器 
本実証事業４で使用した計測機材の概要を図表 3-132 から図表 3-136 に示す。

機材は 3.2.4 (2) 5) 図表 3-119 から図表 3-121 に示す通り、貨物の天面とコンテナ

の床面にテープで固定した。 
 

図表 3-132 振動・衝撃計測機器①諸元 

製品名称 衝撃振動加速度レコーダー（Shock Recorder） 
製造元 株式会社テー・シー・アイ 
型式 SR300 
測定範囲・精度 最大計測加速度：50G / 周波数特性：1～200Hz 
使用条件 －20～55℃／10～90％RH33（結露なきこと） 
寸法 本体 90L×55W×30Hmm（突起物含まず） 
質量 本体 300g（電池 2 個含む） 
設定条件 記録間隔：10 分間隔 

計測方向： 直交 3 方向 
周波数特性： 1～200Hz  (-3dB at 200Hz -24dB/oct) 
分解能： 測定レンジの 0.2％ 

資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-133 振動・衝撃計測機器①画像 

外観 バッテリーボックス接続時 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
                                                   
33 %RH は相対湿度の単位（単に「%」と表記する場合もある）。RH は Relative Humidity の略

で相対湿度の意味  



第 3 章 シベリア鉄道を利用した日本－欧州間の実証事業 

205 
 

図表 3-134 振動・衝撃計測機器②諸元 

製品名称 輸送振動衝撃計 
製造元 株式会社スリック 
型式 G-MEN DR100 
測定範囲・精度 3 軸加速度・温湿度 / 応答周波数：16Hz～100Hz 
使用条件 0～50℃ 70%RH 以下（結露無きこと） 
寸法 75.5（H）×60.5（W）×33（D）mm（外寸） 
質量 約 135g（電池含む） 
設定条件 記録間隔：1 分間隔 

記録容量：65,500 データ 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
図表 3-135 温湿度計諸元 

製品名称 温湿度ロガー「ハイグロクロン」 
製造元 KN ラボラトリーズ 
型式 Hygrochron 
測定範囲・精度 温度−20℃～+80℃、相対湿度 0%RH～95%RH 

※使用可能環境温度内に限る 
使用条件 温度が−20℃～+80℃以内であり、且つ湿度が以下の範囲内 

（50℃超～60℃以下）湿度は 70％RH 以下 
（60℃超～70℃以下）湿度は 60％RH 以下 
（70℃超～80℃以下）湿度は 45％RH 以下 
（-20℃超～0℃以下）湿度は 70％RH 以下 

寸法 （直径）約 17 ㎜ x （厚さ）約 6 ㎜ 
質量 約 3.3ｇ 
設定条件 記録間隔：20 分間隔 

記録容量：4,096 データ 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-136 温度計諸元 

製品名称 温度ロガー「サーモクロンＧタイプ」 
製造元 KN ラボラトリーズ 
型式 Thermochron 
測定範囲・精度 温度−40℃～+80℃ 

※60℃以上の高温及び−30℃以下の低温での長時間使用は不可 
※上記温度範囲以外及び、常圧でない環境での使用も不可 

使用条件 上記測定可能温度範囲に準ずる 
寸法 （直径）約 17 ㎜ x （厚さ）約 6 ㎜ 
質量 約 3.3ｇ 
設定条件 記録間隔：20 分間隔 

記録容量：2,048 データ 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 
b. 計測結果 
振動・衝撃は加速度信号を 2.0 msec でサンプリングした。計測間隔毎にプラス

のピーク値とマイナスのピーク値を、絶対値の大きい値の発生時刻とともに記録す

る。また、±0.5G 以内は 0 として扱う。ピーク値とピークパルス幅から下記式に

より簡易的に速度変化量を算出した。 
 
速度変化量[cm/sec] =1／2×9.8×ピーク値[G]×ピークパルス幅[msec]／1000×100 

 
図表 3-137 計測間隔 1 分の場合の例 
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c. 計測結果 ～振動・衝撃最大値と発生個所～ 
 X 軸（前後方向） 
X 軸（前後方向）の最大衝撃値は、ベカソボ操車場到着直前の 1/29 に記録した 3.26G で、それ以外に 3G を超える値は計測されなかった。

その時の速度変化量は 25.55cm/sec で、作用時間は 16msec であった。 
 

図表 3-138 名古屋～デュイスブルク間の振動・衝撃値（X 軸／前後方向） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社]  
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 Y 軸（左右方向） 
Y 軸（左右方向）の最大衝撃値は、ベカソボ操車場を出発～ブレスト到着の間に記録した 2.17G で、それを上回る値は計測されなかった。

その時の速度変化量は 4.25cm/sec で、作用時間は 4msec であった。 
 

図表 3-139 名古屋～デュイスブルク間の振動・衝撃値（Y 軸／前後方向） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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 Z 軸（上下方向） 
Z 軸（上下方向）の最大衝撃値は、Y 軸（左右方向）と同様に、ベカソボ操車場出発～ブレスト到着の間に記録した 16.6G。その時の速度

変化量 81.34cm/sec で作用時間は 10msec であった。10G を超える値は、全工程で 6 回記録しており、その内 5 回は最大値記録ポイントと

同様に、ベカソボ操車場～ブレスト間で発生している（残りの 1 回は 1/23 の 10.5G で、ウラジオストク～ベカソボ間の鉄道輸送中）。 
 

図表 3-140 名古屋～デュイスブルク間の振動・衝撃値（Z 軸／前後方向） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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d. 振動・衝撃の輸送品質に関する考察 
X 軸（上下方向）は、ロシア極東のウラジオストクの鉄道ターミナルからベラル

ーシのブレストの鉄道ターミナルまでの間で、2～3G の衝撃値を計測した。これは

鉄道輸送における、レール等からの衝撃と推測される。 
Y 軸（左右方向）は、全工程を通じて安定した数値を計測した。 
衝撃値、速度変化量ともに、ベカソボ操車場出線後に顕著に大きな値を記録して

いる。中でも、Z 軸（上下方向）は、ベカソボ操車場に入った 1 月 29 日 5:00AM
以降が、それ以前よりも大きな数値を計測し、回数も増えた。ベカソボ操車場では、

貨車の変更と列車の編成替えがあったことから、何らかの原因で振動（共振）した

可能性が考えられる（貨車の速度、保線の状態、貨車状態およびインフラ側の要素

など）。 
全工程を通じて、10G を超える衝撃値を計測したポイントの作用時間が短かった

ため、貨物へ影響を及ぼす程の過度な衝撃はなかった。尚、到着後の検査でも貨物

および外装にダメージは発見されず、本実証事業４の輸送においては振動・衝撃の

輸送品質による貨物への影響はみられなかった。 
 
e. 温湿度の輸送品質に関する考察 
本実証事業４におけるコンテナ内部の最低気温はマイナス 33.0℃、最高気温

12.5℃、平均温度は 5.7℃であった（図表 3-141 参照）。コンテナ内部の最低湿度は

29.2%RH、最高湿度は 75.9%RH であった。 
到着後の検査でも、結露による箱濡れなどは確認されていない。しかしながら、

コンテナ内部の最低気温はマイナス 33.0℃を記録しており、電子部品など低温によ

る製品劣化のある品目の厳寒期における輸送時には注意を要する。 
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図表 3-141 温度推移（コンテナ天井） 

 

資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-142 輸送中の湿度推移（コンテナ天井） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-143 温度、湿度、衝撃のグラフ（輸送振動衝撃計「G-MEN DR100」による計測データ） 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

※ 計測値は重力加速度（1G）を除く 
※ グラフは横軸に経過時間、左縦軸に重力加速度（G）、右軸に温湿度（赤系が温度（℃）、青系が湿度（%））を表す 
※ グラフ中段の赤字は経過時間と貨物トレースで得た情報を基に類推したおおよその地名 
※ 本図グラフ中の温度、湿度は参考値、温湿度計の計測値を本実証事業４の正式な温湿度とする 
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(3) 実証事業評価 
1) 課題検証 

a. 当初課題項目の検証結果 
① 輸送環境 

3.2.4 (2) 8) 輸送品質で整理した通り、貨物への影響は最小限に抑えられた。

ただし、下記の状況がみられた。 
・ 最低気温がマイナス 33℃を記録したため、振動衝撃計の電池電圧が極端

に落ちることで、最終配送先までの記録をとることが出来なかった。 
・ 振動衝撃データは、他鉄道輸送と比較し、突出した数値はなかったが、

ベカソボ操車場からブレスト間で最大約 20G を記録する。しかしながら、

作用時間が比較的短かったため、貨物へのダメージはなかったものと考

える（デバンニング時の貨物外装箱に設置されたショックウォッチ  、
ティルトウォッチ  のデバンニング時の確認も府反応、納品後の荷主事

業者による製品確認でも問題は確認されなかった）。 
② リードタイム 

本実証事業４においては海上輸送ルートに比べ、約五分の三となる 24 日

間での輸送が実現した。 
③ 国際保税転送手続き 

ウラジオストクにおけるトランジット手続きは通常のロシアへの輸出と

異なり、簡素化されていた。例えば、通常のロシアにおける税関申告で求め

られる売買契約書は不要となる。ただし、書類のロシア語訳、保税転送申告

書に記載するための貨物毎 (HS Code 毎)のグロス重量情報の事前提示など

が必要となる。 
④ 編成替え作業の状況 

3.2.4 (2) 6) 積替え／編成替え地点の状況などで整理した通り、特段の問題

は見られなかった。 
⑤ 積替え荷役作業の状況 

3.2.4 (2) 6)  積替え／編成替え地点の状況などで整理した通り、特段の問

題は見られなかった。 
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b. 計画時点で予想していなかった課題 
事前に想定していなかった突発的な事態として、名古屋港とウラジオストク間の

海上輸送の寄港地の変更があった。 
通常、ボストーチヌイ港→ウラジオストク商業港の順で寄港する船便であったが、

船社の都合によりウラジオストク商業港→ボストーチヌイ港へ寄港のローテーショ

ンが変更された。この変更により輸送期間が 3 日間短縮された。しかし、寄港ロー

テーションの変更は本船出港後に 1 月 14 日(火)に船社より通知を受けた。 
実際の輸送によって明らかになった当初想定していなかった課題として下記の点

を指摘する。 
・フランクフルト・オーダー（ドイツ）で貨車編成替え（列車の継走）があった 
・ポーランド以西の輸送では、FESCO のホームページ上のトレーシングサービ

スが機能しておらず、逐次 PCC I とのコミュニケーションが必須となった 
・本実証事業４ではロシアの鉄道フォワーダーを FESCO とし、その代理店が

PCC I であったことから、ブレスト（ベラルーシ）で軌間違いによるコンテナ

の積み替え荷役作業が実施されたが、今後、起用する鉄道フォワーダーによっ

てブレスト、マラシェビチェ（ポーランド）のどちらで積み替え荷役作業が実

施されるか変わることが予想され、注意が必要である。 
 

2) 評価 
a. 荷主事業者 
本実証事業の荷主事業者の評価として以下の回答を得た。 
 

【ヤマハ発動機】 
貨物の納入先にて、当該精密機器の確認を行ったが、外装、また設備

そのものにダメージはなかった。動作環境の確認も行ったが、稼働に問

題は見られなかった。この意味において、今後シベリア鉄道での輸送の

可能性は見いだせたと考える。しかし、今回は国土交通省主導の輸送で

あるため、かなりケアされていると想像しており、民間レベルになった

場合の懸念はまだ残る。 
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b. 日系物流事業者 
本実証事業の日系フォワーダーの評価として以下の回答を得た。 
 

【郵船ロジスティクス】 
各ポイントでの物理的な積替え作業や税関手続きは予想以上に円滑で

あった。リードタイム 24 日という結果は魅力的であり、東欧諸国の荷

主へは更に短いリードタイムを訴求できるであろう。更に民間ベースで

取扱いの実績を重ね、起こりうる問題を検証していきたいが、目下以下

の点を課題と考える。 
・ 輸送費用が大きなハードルであると考える。 
・ 輸送費用以外のその他費用（セキュリティ費用など）が存在し、

対象の可否・根拠が不明瞭である。(可否を判断する品目リストの

存在は知っているものの ) またそのコストも割高であると感じ

る。 
・ ロシア鉄道のルールに準拠した固縛のルールが不明瞭であり、ま

た、固縛の費用と時間(手間)が掛かる点、荷主への負担は利用への

ハードルとなる。多くの荷主は世界各地へ輸出を行う中でロシア

向けのみ特別な対応を求められることを非常に嫌がる。 
書類の準備においても関連するすべての書類を通して、矛盾・誤謬な

きよう事前に調整する必要があるため、荷主の負担が掛かる。 
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(4) 各種資料 

 
図表 3-144 INVOICE 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-145 PACKING LIST 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-146 郵船ロジスティクスと FESCO の MT B/L 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-147 ヤマハ発動機（荷主事業者）と郵船ロジスティクス（日系フォワーダ

ー）の MT B/L 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-148 海上輸送の Master B/L 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-149 ロシア・CIS 諸国域内（ロシア、ベラルーシ）の保税転送書類 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 
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図表 3-150 ウラジオストク－クトノ間の SMGS 鉄道運送状 

  
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社]  
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図表 3-151 クトノ－フランクフルト・オーダー間の CIM 鉄道運送状 

 

資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

 

Signature Unterschrift E-Mail

Tel.

N° TVA            MWSt.-Nr. Fax

E-Mail

Tel.

Lieu de livraison Ablieferungsort
mois - jour - heure  Montag -
Tag - Stunde 02/02 20 51032284

Lieu - Ort

Parcours - Strecka   par - durch

Gare - Bahnhof Pays - Land

Conditions commerciales - Kommerzielle Bedingungen

y compris - einschliesslich jasqu'à - bis

Informations pour le destinataire - Vermerke für den Empfänger 

Déaigntion de la marchandise
Bezeichnung des Gutes

Transport expceptionnel
Aussergewöhnliche Sendung.

oui
ja RID X

CARRIAGE IN
ACCORDANCE WITH RID
IN FORCE BEFORE 1
JANUARY 2019

NHM Code Déclaration de valeur  Wert des Gutes

Liczba wagonów: 24 Liczba kontenerów: 39
Monnaie

Gesamtzahl container: 39 Gesamtzahl Wagen: 24 Intérêt à la livrasion    Interesse an der
Lieferung

Währung

Remboursement                 Nachnahme

Monnaie

Vérification    Überprüfung

Lista kontenerów: Patrz załącznik par - durch

Code d'affranchissement Frankaturcode

Opérations douaniè res - Zollbendlung

Bulletin d'affranchissement
Frankaturrechnung

oui
ja

renvoyé
zurückgesandt

monis - jour
Monat - Tag

Avis d'encaissement N°
Nachnahmebegleitschein Nr.

renvoyé
zurückgesandt

monis - jour
Monat - Tag

Procès-verbal N° Tatbestandsaufnahme
Nr.

établi par        ersteblit
durch.

monis - jour
Monat - Tag

lieu - Ort

Qualité
Eigenschaft

Parcours - Strecke

Misse à
disposition
Bereitgestelit

mois - jour - heure                            Montag -
Tag - Stunde Pays - Land Gare - Bahnhof

51032284 51032284

Entreprise
Unternehmen Exp. N°                                    Versand Nr.

Signature - Unterschrift K-FR 625

Code Principal obligé
Code Hauptverpflichteter

Kutno PCC/Kutno

Prolongation du délai de livrasion - Lieferfristverlängerung
Code                   du - von                                    au - bis

b) Procédure simplifiée de transit ferroviare        oui
Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren           ja

Date d'arrivée - Ankunftsdatum

Arrivage N° - Empfangs-Nr.

Quittance du destinataire              Empfangsbescheinigung

a) Transporteur contractuel - Vertraglicher Beförderer

Masse

424,712 kg

Wagon N° - Wagen Nr.

Siehe Nachweisung
Patrz załącznik
Paiement des frais                              Zachlung der Kosten

Franco de port                                   Franko fracht

Incoterms

Itinéraires - Leitungswege

Indications douanieres
Zollamtliche Vermerke

CAPTRAIN Polska Sp. o.o. 53-333 Wrocł
aw Powstańców Śląskich 2-4

Date, signature - Datum, Unterschrift

Lieu et date d'établissement - Ort und Datum der Ausstellung

Kutno 2020-02-02

Identification
de l'envoi
Sendungs-
Identifikation

Déclarations du transporteur - Erklärungen des Beförderers Autres transporteurs - Andere Beförderer
Nom, adresse - Name, Anschrift

Référence expéditeur - Absender Referenz

Kutno - Frankfurt Oder

CAPTRAIN Polska Sp. o.o.

Déclaration de l'expéditeur                                            Erklärung des Absenders

Annexes - Beilagen

Wagenliste / Lista wagonów

Prise en charge                                            Übernahme

Expéditeur (norn, adresse) - Absender (name, Anschrift)

Destinaire (nom, adresse, pays)                                        Empfänger (Name,
Anschrift, Land)

Frachtbrief CIM
Lettre wagon CUV

N° TVA            MWSt.-Nr.

PCC Intermodal
Terminal 99-300 ul.
Intermodalna 5 Kutno

PCC Intermodal
Hutnicza 16
Gdynia
Poland

Lettre de voiture CIM

KVT

Wagenbrief CUV

Liste von Container: Siehe Nachweisung

+48585858244

80717728

Frankfurt Oder

Fax

Nobstant toute clause contraire,       le
transport des marchandises est soumis aux
Règles uniformes CIM. Sont en outre
appl icables les conditions générales de
transport du transporteur.
Die Beförderung von Gütern unterliegt, auch
bei einerngegentel igen Abmachung den
Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM.
Ausserdem sind die Allgemeinen Befö
rderungsbedingungen des Beförderers
anwendbar.                  Sauf convention
contraire,                   l'a cheminement des
wagons vides est soumis aux Règles
uniformes CUV. Sont en outre appl icables
les conditions contractuelles topiques de
l'entreprise de transport ferroviaire.Die Befö
rderung von Leerwagen unterliegt unter
Vorbehalt gegentei liger Abmachung den
Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV. Im Ü
brigen gelten die einschlägigen
Vertragsbedingungen des
Eisenbahnverkehrsunternehmens.
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図表 3-152 フランクフルト・オーダー－デュイスブルク間の CIM 鉄道運送状 

 
資料提供： [郵船ロジスティクス株式会社] 

  

Signature Unterschrift E-Mail

Tel.

N° TVA            MWSt.-Nr. Fax

E-Mail

Tel.

Lieu de livraison Ablieferungsort
mois - jour - heure  Montag -
Tag - Stunde 02/04 05 80717728

Lieu - Ort

Parcours - Strecka   par - durch

Gare - Bahnhof Pays - Land

Conditions commerciales - Kommerzielle Bedingungen

y compris - einschliesslich jasqu'à - bis

Informations pour le destinataire - Vermerke für den Empfänger 

Déaigntion de la marchandise
Bezeichnung des Gutes

Transport expceptionnel
Aussergewöhnliche Sendung.

oui
ja RID X NHM Code Déclaration de valeur

Wert des Gutes

Liczba wagonów: 24 Liczba kontenerów: 13
Monnaie

Gesamtzahl container: 13 Gesamtzahl Wagen: 24 Intérêt à la livrasion
Interesse an der Lieferung

Währung

Remboursement
Nachnahme

Monnaie

Vérification    Überprüfung

Lista kontenerów: Patrz załącznik par - durch

Code d'affranchissement Frankaturcode

Opérations douaniè res - Zollbendlung

Bulletin d'affranchissement
Frankaturrechnung

oui
ja

renvoyé
zurückgesandt

monis - jour
Monat - Tag

Avis d'encaissement N°
Nachnahmebegleitschein Nr.

renvoyé
zurückgesandt

monis - jour
Monat - Tag

Procès-verbal N° Tatbestandsaufnahme
Nr.

établi par        ersteblit
durch.

monis - jour
Monat - Tag

lieu - Ort

Qualité
Eigenschaft

Parcours - Strecke

Misse à
disposition
Bereitgestelit

mois - jour - heure                            Montag -
Tag - Stunde Pays - Land Gare - Bahnhof

80717728 80717728

Entreprise
Unternehmen

Exp. N°
Versand Nr.

Signature - Unterschrift F-D 653

Code Principal obligé
Code Hauptverpflichteter

KVT/Frankfurt Oder
Wagon N° - Wagen Nr.

Siehe Nachweisung
Patrz załącznik
Paiement des frais                              Zachlung der Kosten

b) Procédure simplifiée de transit ferroviare        oui
Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren           ja

Date d'arrivée - Ankunftsdatum

Arrivage N° - Empfangs-Nr.

Quittance du destinataire              Empfangsbescheinigung

a) Transporteur contractuel - Vertraglicher Beförderer

Masse

45,501 kg

Itinéraires - Leitungswege

Indications douanieres
Zollamtliche Vermerke

Franco de port                                   Franko fracht

Incoterms

Date, signature - Datum, Unterschrift

Lieu et date d'établissement - Ort und Datum der Ausstellung

Frankfurt Oder 2020-02-04

Identification
de l'envoi
Sendungs-
Identifikation

Prolongation du délai de livrasion - Lieferfristverlängerung
Code                   du - von                                    au - bis

Référence expéditeur - Absender Referenz

Frankfurt Oder - Duisburg

Déclaration de l'expéditeur                                            Erklärung des Absenders

RTB Cargo GmbH

RTB Cargo GmbH 52066 Aachen
Kasinostrasse 17

Déclarations du transporteur - Erklärungen des Beförderers Autres transporteurs - Andere Beförderer
Nom, adresse - Name, Anschrift

Annexes - Beilagen

Wagenliste / Lista wagonów

Prise en charge                                            Übernahme

0049 33528469223

Expéditeur (norn, adresse) - Absender (name, Anschrift)

Destinaire (nom, adresse, pays)                                        Empfänger (Name,
Anschrift, Land)

Frachtbrief CIM
Lettre wagon CUV
Wagenbrief CUV

Nobstant toute clause contraire,       le
transport des marchandises est soumis aux
Règles uniformes CIM. Sont en outre
applicables les conditions générales de
transport du transporteur.
Die Beförderung von Gütern unterliegt, auch
bei einerngegenteligen Abmachung den
Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM.
Ausserdem sind die Allgemeinen Befö
rderungsbedingungen des Beförderers
anwendbar.                  Sauf convention
contraire,                   l 'a cheminement des
wagons vides est soumis aux Règles
uniformes CUV. Sont en outre applicables
les conditions contractuelles topiques de
l'entreprise de transport ferroviaire.Die Befö
rderung von Leerwagen unterliegt unter
Vorbehalt gegenteiliger Abmachung den
Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV. Im Ü
brigen gelten die einschlägigen
Vertragsbedingungen des
Eisenbahnverkehrsunternehmens.

N° TVA            MWSt.-Nr.

PCC Intermodal
Terminal 15234
Georg-Richter-Strasse
15 Frankfurt Oder

PCC Intermodal
Hutnicza 16
Gdynia
Poland

Lettre de voiture CIM

DIT

Liste von Container: Siehe Nachweisung

+48585858244

151126

Duisburg

Fax
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3.3  実証事業の結果のとりまとめと課題の整理 

3.3.1  実証事業結果のまとめ 

第 2 章で挙げられた課題を検証するために実施した実証事業の検証結果のまとめ

は以下のとおりである。 
 
(1) 概要 
 今回実施した実証事業のコストについては、それぞれ出発地及び到着地は異な

るものの、いずれも海上輸送ルート比で 1.5～3 倍（ただしボリュームディス

カウントの可能性あり）、リードタイムについては海上輸送ルートの約半分で

輸送が完了した。 
 手続きについては、実証事業１において、ロシア側の明確な基準が公表されて

おらず、危険品貨物の積出し港でのコンテナへの積込み直しが発生した。 
 輸送品質は概ね良好であったが、一部貨物について、継続的な軽度の揺れや突

発的な衝撃が記録され、梱包に破れ等が生じた。しかしながら、貨物の損傷は

無かった。 
 

図表 3-153 実証事業の概要 

 
※1 下線は実証事業の応募事業者  
※2 （）内は日本の港⇔ブレスト駅（ベラルーシ）間の日数  
※3 荷主都合により貨物を保管したグリビチェ駅(ポーランド) までに要した日数  
※4 荷主都合により貨物を保管したブジェク・ドルヌィ駅(ポーランド) までに要した日数  
 
(2) 検証項目①：リードタイム 
 今回の実証事業における日本の港湾と現地鉄道ターミナル間の輸送日数は、通

常それぞれで利用している海上輸送ルートの約半分の輸送日数で輸送が完了

した。 
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図表 3-154 リードタイム比較（日数） 

実証

事業

番号  
ルート  想定日数  

海上ルート

と比較した

鉄道ルート

の日数  

１  

鉄道ルート  
名古屋港～グリビチェ鉄道ターミナル

（ポーランド）～ビエルスコ・ビャワ

（ポーランド）の配送先  
24 

＜1/2 

海上ルート  
名古屋港～グダニスク港（ポーランド）

～ビエルスコ・ビャワ（ポーランド）

の配送先  
約 50～55 

２  

鉄道ルート  
神戸港～ブジェク・ドルヌィ鉄道ター

ミナル（ポーランド）～ラコブニーク

（チェコ）の配送先  

21+ドレー

ジ輸送日数  
約 1/2 

海上ルート  
神戸港～ロッテルダム港（オランダ）

～ラコブニークの配送先（チェコ）  
約 40 

３  

鉄道ルート  
ハンブルクの配送先（ドイツ）～ハン

ブルク鉄道ターミナル（ドイツ）～横

浜港  

22＋ドレー

ジ輸送日数  
約 1/2 

海上ルート  
ハンブルクの配送先（ドイツ）～ハン

ブルク港（ドイツ）～横浜港  
約 45 

４  

鉄道ルート  
名古屋港～デュイスブルク鉄道ターミ

ナル（ドイツ）～デュイスブルクの配

送先  
24 

約 2/3 

海上ルート  
名古屋港～ロッテルダム港（オランダ）

～デュイスブルク（ドイツ）の配送先  

35～40（ド

レージ輸送

日数含む）  

 
(3) 検証項目②：輸送コスト 
 今回実施した実証事業については、それぞれ出発地及び到着地は異なるものの、

いずれも海上輸送ルート比で 1.5～3 倍（ただしボリュームディスカウントの

可能性あり）の輸送費用で輸送が実施された。 
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荷主事業者及び日系フォワーダーのリードタイム及び輸送コストに関する見解 

【実証事業１】 
＜荷主事業者の見解＞ 
・ 海上ルートと比較して、輸送日数は約半分に短縮できることが判明

したが、増加する輸送コストは、まだ通常出荷に運用できる水準で

はない。（海上輸送ルートの 1.2 倍以下ならば検討の余地あり） 
 
【実証事業２】 
＜荷主事業者及び日系フォワーダーの見解＞ 
・ 海上ルートと比較して、輸送日数は約半分に短縮できることが判明

したが、増加する輸送コストは、まだ通常出荷に運用できる水準で

はない。（海上輸送ルート＋1,000～1,500USD 程度を希望する） 
 
【実証事業３】 
＜日系フォワーダーの見解＞ 
・ 海上ルートと比較して、輸送日数は約半分に短縮できることが判明

したが、輸送コストは、まだ通常出荷に運用できる水準ではない。 少
なくとも中国経由の鉄道輸送コスト（チャイナランドブリッ

ジ:CLB）を下回り、海上輸送ルートの２倍以下程度を希望する。 
※CLB に接続する船便がない日本海側港湾発の貨物や、CLB では鉄

道輸送できないとされる危険品の輸送については、CLB と比較して

シベリアランドブリッジ（SLB）の優位性がある可能性があると当

該物流事業者は判断している。 
 
【実証事業４】 
＜日系フォワーダーの見解＞ 
・ 海上輸送ルートに比べ、約三分の二となる 24 日間での輸送が実現し

た。リードタイム 24 日という結果は魅力的であり、東欧諸国の荷主

へは更に短いリードタイムを訴求できるであろう。 
・ 但し、海上ルートと比較して、コストが割高であると感じている。 
・ 輸送費用以外のその他費用（セキュリティ費用など）が存在し、対

象の可否・根拠が不明瞭である。 
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(4) 検証項目③：輸送に係る手続き 
1) ロシア鉄道の輸送確認（貨物のコンテナへの積み付け承認など） 
 実証事業１では危険品輸送を実施した。必要書類は以下の 6 点であり、船会社

経由でロシア鉄道に提出した34。加えて、危険品ラベル（UN ラベル class 9）
の表示が求められた。 

 
危険品輸送の必要書類 

① インボイス（英語、露語訳） 
② パッキングリスト（英語、露語訳） 
③ 危険品明細書 
④ 危険物事前連絡書 
⑤ SDS（MSDS）（化学物質等安全デ

ータシート）（英語、露語訳） 
⑥ バンニング写真 

 

図表 3-155 UN ラベル 

 
資料提供： [株式会社東洋トランス] 

 
 

 バンニング後、バンニング写真を船会社へ送付し、船社経由でロシア鉄道の確

認を受け、承認されなかった場合は、変更作業が求められる。実証事業１では

ロシア鉄道より以下のバンニング変更指示を受け、富山港にて積込み直しが生

じ、追加のコスト等を要した。 
 
ロシア鉄道の危険品バンニングルール 

① 危険品と非危険品を指定の合板、角材等で隔離する（危険品と非危険品

混載の場合）。 
② コンテナドア手前に、コンテナの高さまでの木製シールドを設置する。 
③ 重量のバランスを取るため、２パレット（偶数パレット）に分割して左

右に配置する。 
 
 

 また、実証事業４を通じても、ロシア鉄道のバンニングに関する指摘を日系フ

ォワーダーから得た。バンニングに関しては 2018 年度調査でも 1 梱包 1.5Ton
超の重量品貨物の輸送において、ロシア鉄道のバンニングルールが不明瞭であ

り、加えて、輸送前に受けた承認が、輸送開始直前やロシア鉄道の貨車への積

                                                   
34 本件は船社経由で鉄道輸送のブッキングを実施  
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込み前の検査で修正を求められる場合もあるとの指摘を複数の日系事業者から

受けている。尚、2018 年度調査では食品輸送においてもロシア鉄道の輸送ルー

ルが不明瞭であるとの指摘を日系フォワーダーから受けている。バンニングル

ールに係らず、ロシア鉄道の輸送ルールはロシア語表記を主としており、英語

表記や日本語表記はない。こうしたこともルールを不明瞭にする要因と考えら

れる。 
 

荷主事業者及び日系フォワーダーの危険品輸送の手続きやルールに関する見解 

【実証事業１】 
＜荷主事業者及び日系フォワーダーの見解＞ 
・ 海上輸送に比べロシア鉄道の危険品のバンニングルールが厳しく、日本の出

荷工場側では運用上対応が困難である。また、バンニングルールの明確な基

準が日系企業に具体的に示されなければ、危険品の鉄道輸送は難しいと判断

する 
 
【実証事業４】 
＜日系フォワーダーの見解＞ 
・ ロシア鉄道のルールに準拠した固縛のルールが不明瞭であり、また、固縛の

費用と時間(手間)が掛かる点、荷主への負担は利用へのハードルとなる。多

くの荷主は世界各地へ輸出を行う中でロシア向けのみ特別な対応を求めら

れることを非常に嫌がる。 
・ 書類の準備においても関連するすべての書類を通して、矛盾・誤謬なきよう

事前に調整する必要があるため、荷主の負担が掛かる。 
 

 
2) トランジット輸送手続き 

 保税転送手続きを含むトランジット手続きは４件の実証事業すべてにおいて特

段の問題は発生しなかった。実証事業２の荷主事業者の指摘によると、事前に

準備する特別な書類もなく、保税転送手続きや鉄道貨車積み等、非常にスムー

ズに行われ、手続き面では海上輸送時と変わらなかったとのことである。但し、

実証事業３を除く輸送ではロシア極東における税関のトランジット手続きにお

いて英文の書類のみならず、ロシア語訳の書類を求められている。 
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荷主事業者及び日系フォワーダーの輸送手続きやルールに関する見解 

【実証事業３】 
＜日系フォワーダーの見解＞ 
・ 輸入は（CLB と比べて）SLB の方がトランジット通関手続き等やりやすい

可能性がある。 
 

 
(5) 検証項目④輸送環境品質（温湿度、振動・衝撃等） 
 実証事業１、実証事業３及び実証事業４では、輸送コンテナ内に計測機材を設

置することにより、温湿度、振動・衝撃等を測定することで、貨物への影響を

検証した。 
 実証事業１では、商品への軽度の擦れダメージ、および２段積みパレットのズ

レや隣接パレットとの接触による、外装への重度のダメージを確認したが、荷

受人の検品の結果、包装を交換することにより販売に影響なしと判断された。 
 実証事業１及び実証事業３において、本実証事業の輸送品目においては温湿度

変化に問題はなかった。 
 実証事業３では計測機材を用いた輸送環境品質の検証は実施されなかったもの

の、貨物へのダメージはなかった。 
 実証事業４では、振動・衝撃の輸送品質に関して、全工程を通じて、5G を超え

る衝撃値を計測したポイントの作用時間が短かったため、貨物へ影響を及ぼす

程の過度な衝撃はなかった。尚、到着後の検査でも貨物および外装にダメージ

は発見されず、本実証事業４の輸送においては振動・衝撃の輸送品質による貨

物への影響はみられなかった。温湿度の輸送品質に関しては、到着後の検査で

も、結露による箱濡れなどは確認されていない。しかしながら、コンテナ内部

の最低気温はマイナス 33.0℃を記録しており、電子部品など低温による製品劣

化のある品目の厳寒期における輸送時には注意を要する。 
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図表 3-156 実証事業１の輸送品質（温湿度、振動） 

 
出所： [株式会社東洋トランス]の提供情報を基に [株式会社日通総合研究所]にて取りまとめ 

 

図表 3-157 実証事業３の輸送品質（温湿度、振動） 

 
出所： [日触物流株式会社]の提供情報を基に [株式会社日通総合研究所]にて取りまとめ 
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(6) 検証項目⑤貨物位置情報の取得 
 実証事業１では、日本の港湾からブレスト（ベラルーシ）の鉄道ターミナルま

では、船社が提供する Web 上のトレース画面から情報の入手が可能であった一

方で、マラシェビチェ（ポーランド）から先のトレース情報は、システムでは

未提供であり、鉄道オペレーターからの事後連絡を待つ必要があった。 
 実証事業３でも、鉄道オペレーターからのメール連絡、および船社が提供する

Web 上のトレース画面から情報の入手が可能であった。 
 

図表 3-158 トレース画面（イメージ） 

 
出所： [FESCO]ホームページ 

 
(7) 検証項目⑥コンテナ積み替え／鉄道積み替えの荷役作業確認 
 各実証事業において、コンテナ積み替えや鉄道積み替えが発生する地点での現

地立ち合いが行われたが、今回の実証事業では、特段の問題は発生しなかった。 
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3.3.2  実証事業を通じて判明した課題の整理と今後の対応方針 

４件の実証事業を通じて判明した課題として、以下の４点が挙げられる。 
 
（1）輸送コストの水準 
（2）ロシア鉄道の輸送確認 
（3）税関手続きにおけるロシア語表記の書類 
（4）貨物位置情報の取得 
 

(1) 輸送コストの水準 
海上輸送ルートと比較して、輸送日数は約半分に短縮できることが判明したが、

増加する輸送コストは、まだ通常出荷に運用できる水準ではないと判断する事業者

が多い。荷主事業者及び日系フォワーダーからは、海上輸送ルートの 1.2～2 倍以下、

あるいは、海上輸送ルート＋1,000～1,500USD 程度であれば、シベリア鉄道を利用

した鉄道輸送の通常出荷を検討する余地があるとの声も聴かれた。 
そこで本課題に対するシベリア鉄道の利用促進に向けた今後の対応方針として、

日本から欧州に至る輸送の総費用の低減が望まれる。 
 

(2) ロシア鉄道の輸送確認 
実証事業１での危険品輸送手続きについて、富山港 CY 搬入後に、ロシア鉄道よ

りバンニング変更指示を受け、富山にて積込み直しが生じた。バンニング後、バン

ニング写真を船会社へ送付し、船社経由でロシア鉄道の確認を受け、承認されなか

った場合は、変更作業が求められるが、本件では積出し港での変更作業であったた

め、追加のコスト等が生じた。 
ロシア鉄道の輸送規則に関する日系事業者の理解もさることながら、輸送直前に

承認が取り消され、変更を求められることは日系事業者から課題として指摘されて

いる。加えて、海上輸送と比べ、ロシア鉄道の輸送規則が厳しいことは、シベリア

鉄道を利用した輸送に特化した梱包・バンニング形態につながるため、その対応が

課題と考えられる。 
そこで本課題に対するシベリア鉄道の利用促進に向けた今後の対応方針として、

ロシア鉄道の輸送規則の明確化やロシア鉄道の輸送規則に関して日系事業者は具体

的な輸送に関し、タイムリー且つ正確に確認・承認できる機能を求めている。事前

相談先としてロシア側の設置した one-stop-help-desk があるものの、具体的な輸送

に関する事前確認を日本側で行うことができ、承認を受けた後は貨物の積直し等が

発生しない等、承認機能を持つ窓口の設置が望まれる。 
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(3) 税関手続きにおけるロシア語表記の書類 
本実証事業の１，２，４はすべてトランスロシアエージェンシージャパンを仲介

しており、書類のロシア語訳はトランスロシアエージェンシージャパンで作成され

ているため特段の問題指摘はなかったと考えられる。しかしながら、日系フォワー

ダーがロシア語訳を作成する場合には負荷となる可能性がある。 
実証事業１では、税関に提出する貿易書類（インボイス、パッキングリスト）、

SDS（MSDS）（化学物質等安全データシート）等の資料提出について、ロシア語で

の記載が要求され、ロシア語訳の取り寄せや作成に追加作業と費用が発生した。 
そこで本課題に対するシベリア鉄道の利用促進に向けた今後の対応方針として、

英文表記の書類のみでの税関手続き、若しくは、英文表記の書類を正として、ロシ

ア語表記は補足資料として用いることを望まれる。 
 
図表 3-159 ロシア語での記載を要求される通関書類の例（パッキングリストの例） 

 
資料提供： [株式会社東洋トランス] 

 
(4) 貨物位置情報の取得 
本実証事業において４件とも、ブレスト（ベラルーシ）以西の欧州地域において

貨物位置情報の取得が困難であった。本実証事業では、日本の港湾からブレスト（ベ

ラルーシ）の鉄道ターミナルまでは、船社が提供する Web 上のトレース画面から情

報の入手が可能であった一方で、ブレスト（ベラルーシ）から先のトレース情報は、

Web などでの情報提供はなく、鉄道オペレーターに随時問い合わせる必要があった。

ブレスト（ベラルーシ）以西の貨物位置情報が Web 上で取得できず、デイリーベー

スで情報を取得できないことを不便に感じる事業者もあり、トレース体制の改善が

必要である。 
そこで本課題に対するシベリア鉄道の利用促進に向けた今後の対応方針として、

ブレスト（ベラルーシ）以西の欧州地域での貨物位置情報も Web 上で、デイリーベ

ースの情報を取得できることが望まれる。 
 


